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指数付けや優先順位の注意点
保護者の状況により、以下のように指数付けを⾏い、保育園等の利⽤調整を⾏います。

求職中の⽅の注意点

◆就労先が決まった場合は、「就労証明書（区様式）」の提出が必要となります。当初提出した就労証明書が就労開始⽇より
前の証明⽇のものである場合、就労開始後に再度、就労開始⽇より後の証明⽇の「就労証明書（区様式）」を提出すること
で指数が上がる可能性があります。
◆求職中で申込み、待機となった場合、認定有効期間終了月の翌月末をもって申込みが取下げとなります。引き続き申込みを
有効とするためには、認定有効期間終了⽉の⽉末までに「求職活動報告書（区様式）」の提出が必要となります。

疾病・介護・就学の⽅の注意点

◆疾病事由の⼊院は、⼊園希望月初⽇から１か月以上の⼊院が必要であることが診断書で確認できる場合に適⽤します。
◆介護事由の介護時間及び就学事由の就学時間は、１⽇４時間以上かつ月12⽇以上を常態とすることが必要です。
◆就学または就学内定事由での申込みは、就学事由のわかる「在学（予定）証明書」及び「カリキュラム（授業形態が分かる
書類）等」または合格証明書等の提出が必要です。
（学校教育法に定める学校（大学・大学院）や職業訓練校の場合、カリキュラムの提出は不要です。）

就労の⽅の注意点（就労時間と最低基準）

◆就労事由の最低基準として、１日４時間以上かつ⽉12日以上の就労を常態とすることが必要です。
（例）１⽇４時間×月12⽇＝月48時間・・・ ○ １⽇６時間×月11⽇＝月66時間・・・ ×

◆複数箇所で就労している場合、就労時間及び就労⽇数を合計して考えます。
（例）Ａ職場・・・１⽇８時間×週３⽇（月・⽕・水）就労

Ｂ職場・・・１⽇８時間×週２⽇（木・⾦）就労 合計 ・・・１日８時間×⽉20日（12点）として指数決定します。
◆就労時間とは、契約上の拘束時間で休憩時間を含みます。なお、残業時間･通勤時間は含みません。
◆就労の事由で申込む場合は、証明⽇が就労開始⽇以降の「就労証明書（区様式）」の提出が必要となります。就労開始日よ
り前の証明日の「就労証明書（区様式）」を提出した場合は、就労内定として指数を決定します。

◆就労内定は、１⽇４時間以上かつ月12⽇以上の就労が⼊園希望月中に開始されることが内定している場合に適⽤し、それよ
り少ない就労の場合は求職中扱い（４点）となります。

◆⽇数に幅がある場合、少ない方の⽇数で判断します。
（例）「就労証明書（区様式）」の就労⽇数の表記が、「月11⽇〜12⽇」などの場合は求職中扱い（４点）となります。

就労の⽅の注意点（育児休業を取得中の⽅）

◆育児休業前と同⼀の就労先・就労条件（就労日数・就労時間）で⼊園⽉の⽉末までに復職することを前提に、産前産後休暇
前の就労⽇数・就労時間で指数付け（短時間勤務制度を取得する場合はP.36の内容を適⽤）します。復職されましたら、２
週間以内を目安に「復職証明書（区様式）」を提出してください。

就労の⽅の注意点（育児休業が適⽤されない⽅）

◆指数基準⽇時点で産前産後休暇を取得中の方が、産前産後休暇前と同⼀の就労先・就労条件（就労日数・就労時間）で⼊園⽉
の⽉末までに復職することを前提に、産前産後休暇前の就労⽇数・就労時間で指数付け（短時間勤務制度を取得する場合は
P.36の内容を適⽤）します。復職されましたら、２週間以内を目安に「復職証明書（区様式）」を提出してください。

◆産後休暇後、⼊園月の月末までに復職していない場合は、求職中（４点）となります。
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